
対象者

令和６年能登半島地震により被災し、既存事業所での事業活動が
困難な事業者 ※市内外は問いません。

※事業用物件：事業の用に供する、高岡市内の土地、工場、店舗等のこと

令和６年能登半島地震で被災し、
既存事業所での事業活動が困難な事業者の皆さまへ

高岡市事業つなぎ補助金
をご活用ください！

裏面へ続く

令和６年能登半島地震により被害を受けた事業者が、事業所を復旧
するまでの間に、高岡市内の空き工場、遊休地、店舗等を活用して事
業を実施する場合の賃料等の一部を補助します。

要件

 事業用資産が被災し、既存事業所での事業活動が困難であること。

 事業用物件の賃貸借契約を締結し、賃料等の負担する者であること（契約者でない者は除く）。

 事業用物件の賃料等について、国、県又は市の他の補助金の交付を受けていないこと。

 事業用物件を賃借して実施する事業が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法
律第122号）の適用を受ける業種、その他市長が不適当と認める業種を営む事業者でないこと。

 事業用物件の契約期間が３か月以上であること。ただし、事業者の被災状況、復旧状況等を勘案し、市長が
特に必要と認める場合はこの限りでない。

対象経費

事業の用に供する高岡市内の土地、工場、店舗等の賃料等

補助率

３分の２

補助対象期間

令和６年１月１日から令和７年３月31日まで

※事業用物件の賃借期間で、賃借を開始した日から１年間が限度となります。

補助上限額

180万円 ※月当たりの限度額15万円



『高岡市事業つなぎ補助金』に関する問い合わせは下記へ。

高岡市 産業振興部 産業企画課 企業立地推進係
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申請の流れ

1 事前協議

2 交付申請
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① 事前協議書の提出

② 適用通知

① 補助金の申請及び請求

② 審査・交付決定、補助金交付

必要書類

１ 事前協議
・補助金に係る事前協議書（様式第１号）
・被災したことが確認できる書類（罹災証明書、市町村が発行する証明
書の写し等）

・補助対象事業に係る賃貸借契約書の写し
・会社・法人の登記事項証明書又は登記申請書の写し（個人の場合は住
民票の写し）

２ 交付申請
・高岡市事業つなぎ補助金交付申請書兼請求書（様式第３号）
・補助対象期間中の賃料等の支払を証する書類の写し
・事前協議に係る適用通知書の写し

※審査のため、必要に応じて上記以外の資料の提出を求める場合があります。

各種様式は高岡市ホームページからダウンロードできます。

検索高岡市 事業つなぎ補助金 で 👆


